
基金拠出申込書 

一般社団法人 日本レーザー協会 御中 
一般社団法人日本レーザー協会の「定款」「会則」を確認の上、下記の通り貴協会へ基金の拠出を申し込みます。 
 
■ 申込者情報 

氏名・法人名  

代表者名・担当者名 （法人の場合） 

郵便番号 〒   −  

住所  

電話番号（代表）  FAX： 

メールアドレス（代表）  

区分 □ 協会員  □ 非加入 

 
■ 拠出口数・金額 

項 目 内 容 備 考 

１口あたりの金額 金 10 万円 １口単位 

申込口数               口 上限１人 1 回あたり 10 口まで 

合計金額 金         円 口数 × 10 万円 

 
■ 返還に関する事項 

項 目 内 容 

返還請求権 あり（返還請求権を有します） 

返還の決定機関 定時社員総会の決議によります 

返還の手続き 
返還を希望される場合は、事務局に返還請求書をご提出ください。 
理事会が検討の上、定時社員総会に上程し、決議をもって返還を実施します。 

返還の制限 
一般法人法第 141 条の限度額の範囲内での返還となります。 
法人の財務状況により、返還が翌年度以降となる場合があります。 

返還までの期間 拠出者と本法人が合意した期日までは返還しません。 

 
 

申込日：      年    月    日 
 
 
 
【ご注意】 

・ ご記入いただいた個人情報は、本法人の基金管理・連絡のみに使用します。 
・ 申込書は郵送またはメール（PDF）にて事務局宛にご送付ください。 

 
 

捺印 


